
 

平成 24年 1月 16日 

「葉酸」商品テスト対象事業者 各位 

会員 各位 

                         公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 

                                                                        

独立行政法人国民生活センターにおける「葉酸」商品テスト結果を踏まえた 

要望に対する対応について 

 

 拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は幣協会の事業につきまして格別

の御支援、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、平成 23 年 5 月 26 日付で独立行政法人国民生活センター（以下、国セン）から要望のあった  

標記の件につきまして、皆様から頂いた御意見をもとに関係各位並びに行政との協議を重ね、下記の

対応をすることとし、あわせて表示例を作成しました。 

「葉酸」商品テスト対象事業者ならびに協会会員各位におかれましては、「葉酸」を含有する健康食品を 

製造、販売する際の御参考にしていただきますようお願い申し上げます。 

 また、葉酸の摂取量の設定根拠に関して、別紙１及び２のとおり、本日行政に要望書を提出したことを  

申し添えます。 

敬具 

 

                     記 

＜要望１＞ 

健康食品等で使用されている「葉酸」は普段の食事から摂取する「食事性葉酸」とは体内での利用

効率が異なるものであることを明記するよう要望する 

 

＜対応＞ 

（１）葉酸（folic acid）の表示について 

①葉酸の記載方法について 

葉酸が指定添加物であるため、原材料欄には「葉酸」以外の文言の追記ができないので、容器包装の 

表示可能部位の見やすい場所、たとえば商品名の近くに、原材料として使用した「葉酸」が健康補助食品の 

原料である「葉酸（folic acid、フォリック・アシド）」であることを示すため、「プテロイルモノグルタミン酸」または

「モノグルタミン酸型」を記載する。 

例１．製品名に「葉酸」の名称がある場合：製品名の下段などに「プテロイルモノグルタミン酸」または、

「モノグルタミン酸型」を記載する。 

例２. 「葉酸」の名称を製品名に使用しない場合：製品名の下段などに「葉酸（プテロイルモノグルタミン

酸）」または、「葉酸（モノグルタミン酸型）」を記載する。 

 

②食事性葉酸との違いの記載方法について 

食事性葉酸、すなわち食事由来の葉酸（folate、フォレイト）は、プテロイルモノグルタミン酸が複数結合し

た状態（ポリグルタミン酸型葉酸）で食物中に存在し、生体内では消化酵素によりモノグルタミン酸型葉酸に 

なって初めて利用される旨の説明を、容器包装の表示可能部位の見やすい場所に記載する。 



 

 

表示可能面積の都合により上記の説明文が記載できない場合は、摂取上の注意の項目等に次の内容 

の文言を記載する。ただし、内容が同義である場合は、この文言に限らないものとする。 

例．「本品に使用している葉酸は、食事で摂る食物由来の葉酸と比べ、体内で利用される割合が高いと 

いわれています。」 

なお、葉酸に関する消費者向けの詳細な説明は、製品のＱＲコードの利用や事業者のホームページ、 

広告・宣伝、店頭チラシ等で積極的に行う。 

 

＜要望２＞ 

葉酸の１日の耐容上限量や一日摂取目安量を守る旨の表示についての具体的な表示を記載する 

よう改善を要望する 

 

＜対応＞ 

葉酸摂取における耐容上限量等については、葉酸の利用に際して、妊娠前及び妊娠初期の女性の摂取 

が多いことに鑑みて、いたずらに不安を煽らない表現を用いて注意喚起することとした。 

 

（１）「いわゆる健康食品」の場合 

・記載について（別添のイメージ図も参照） 

「摂取上の注意」に、摂取目安量を守る旨の表示「1日の摂取目安量を守ってください。」と、「葉酸はたい

せつな栄養素の一つですが、多く摂ったからといって葉酸のはたらきがより良くなるものではありませんので、

サプリメントとして１日１０００μｇを超えないようにしましょう。」を追加表示する。ただし、内容が同義である場

合は、この文言に限らないものとする。 

なお、事業者が 1日摂取目安量を設定する際に参考とする科学的根拠（例．「日本人の食事摂取基準」

等）は常に最新の情報に求めることが望ましい。 

 

（２）「栄養機能食品」の場合 

・記載について 

葉酸を栄養機能食品として取り扱う場合は、栄養機能食品の規格基準や栄養表示基準等に決められた 

１日当たりの摂取目安量並びに栄養機能表示及び注意喚起表示の文言を必ず記載する。 

  なお、所定の注意喚起表示「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。１日の摂取目安量を守ってください。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養

素ですが、多量摂取により胎児の発育が良くなるものではありません。」の後に、前記（１）に倣い「サ

プリメントとして１日１０００μｇを超えないようにしましょう。」を追加表示する。ただし、内容が同義である場合

は、この文言に限らないものとする。 

                                                            

【別添】 表示例（イメージ） ２件  

     別紙１ 消費者庁食品表示課長への要望書 

     別紙２ 厚生労働省母子保健課長への要望書 

                                                                            以上 

 



 

【別添】 

 

 

 

                                                                                    



 

別紙 １ 

 

 

 

 



 

別紙 ２ 

 


